
大野郡５町２村合併協議会

第２回会議資料

日時：平成１５年３月２６日（水） 午後２時００分

場所：三重町大原総合体育館研修室



会 議 次 第
委嘱状交付

１．開会あいさつ

２．会長あいさつ

３．経過の報告

４．議事録署名人の指名について

（ （ ））

５．議事

報 告

報告第10号 合併重点支援地域指定に係る要望事業（国・県事業）について

議 案

議案第５号 大野郡５町２村合併協議会における協議項目協議フローについて

議案第６号 平成１５年度事業計画について

議案第７号 平成１５年度歳入歳出予算について

議案第８号 大野郡５町２村合併協議会小委員会規程について

協 議

協議第１号 協定項目に係る協議方針について

協議第２号 新市まちづくり計画の策定方針について

協議第３号 合併の方式について 「協定項目第１号」

協議第４号 合併の期日について 「協定項目第２号」

協議第５号 新市の名称について 「協定項目第３号」

協議第６号 新市の事務所の位置について 「協定項目第４号」

その他

第３回大野郡５町２村合併協議会の日程について

６．その他

７．閉会あいさつ



- 1 -

大野郡 町 村合併協議会経過報告5 2

期 日 行 事 摘 要

平成 年15
月 日 大野郡 町 村合併協議会設置3 1 5 2
月 日 事務局発足 辞令交付3 3
月 日 第１回協議会 委嘱状交付3 8

確認事項（①～③）

報告事項（第１号～第９号）

議案

議案第１号 大野郡 町 村合併協議会監事の選任に5 2
ついて

議案第 号 平成１４年事業計画について2
議案第 号 平成１４年歳入歳出予算について3
議案第 号 重点支援地域指定に係る要望書の提出に4

ついて

月 日 総務部会作業部会 調査依頼3 13
月 日 要望書提出 町村長・副会長で3 14

重点支援地域指定の要望書提出（県知事）

企画部会 委嘱状交付・協定項目調整

建設部会 委嘱状交付・重点支援地域の要望事業（国・県事業）

月 日 合併重点支援地域 会長他 重点支援地域指定指定書3 17
指定書交付式

総務部会作業部会 調査依頼

月 日 第 回幹事会 委嘱状交付・協定項目調整3 19 1













法定協議会における協議フロー　　３月１９日幹事会提案

第１週 第２週 第３週 第４週 第１週 第２週 第３週 第４週 第１週 第２週 第３週 第４週

（項目Ａの継続協議分） （項目Ａの再継続協議分）

項目A 専門部会 幹事会 町村長連絡会 協議会

（項目Ａ）

（項目Ｂの継続協議分）

項目B 専門部会

（項目Ｂ）

項目C 専門部会

（項目Ｃ）

　　　　（説明資料については、幹事会資料をベースに各町村で調製）

４．新市まちづくり委員会意見の反映：上記の２で行った説明結果をもとに幹事会で調整案を協議する。なお、新市まちづくり委員会への再協議は原則として行わない。

第１月 第２月 第３月

幹事会の役割（幹事会の責任において以下の作業を行う）

１．協議項目の振り分け ： 専門部会から提出された項目について、新市まちづくり委員会の意見を聞く必要のあるものを選定する。

２．新市まちづくり委員会への説明：上記で選定されたものについては、直接、協議会等に上程せず、各町村のまちづくり委員会に説明する。

３．協議会委員への事前説明、調整：可能な限り最初の協議会で決定をみるよう、協議会委員への事前説明、役場内部での調整を行う。
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議案第 号6

平成１５年度大野郡５町２村合併協議会

事業計画について

平成 年度大野郡５町２村合併協議会事業計画を以下のように定める。15

１．先進地等の資料、情報の収集及び調査研究

２．広報誌の発行等による情報提供

広報誌の発行 毎月１回発行

シンポジウムの開催

ホームページの開設

３．新町（市）建設計画の策定

４．合併協定項目の協議

５．協議会、小委員会、町村長連絡会、幹事会及び専門部会の開催

協議会、幹事会及び専門部会は、毎月１回

６．その他必要な事項

平成15年３月26日提出

大野郡５町２村合併協議会

会 長 芦 刈 幸 雄



合併までのスケジュール

平成１５年 平成１６年 平成１７年

３月 ４～６月 ７～９月 １０～１２月 １～３月 ４～６月 ７～９月 １０～１２月 １～３月 ３月

方針決定 主要プロジェクト調整、素案作成 　素案調整 原案確認、修正 計画策定

将来構想策定 県との協議 議会議決  県へ提出

基本項目（新市名称除く）決定                   新市名称の決定

                  支所機能の決定

合併特例項目の決定 協定項目最終調整

　　　　　　　　　　　　　　　　事務事業の一元化を要する事項の協議調整

　　システム現況調査・統合方針決定 業者入札 データ移行 稼働テスト 操作教育

仕様決定 詳細設計 リハーサル 市
基本方針、統一要領 第１次例規原案の作成 　　　　　第２次例規原案の作成 例規原案確定 仮例規集作成

　　例規の分類・検討

２班構成で実施 合併先進地視察

シンポジウム 　　　　　　住民説明会 　　　　　　　　合併協定等住民説明会

広報誌　毎月１回発
行 誕
ホームページ　協議会資料整理後、定期的に更新

協議会：原則第４木曜

幹事会：原則第２木曜

新市行政組織確立 新市人事体制整備

　　　　県福祉事務所からの業務引継
新市暫定予算

現役場閉庁 生
重点支援地域 申請 重点支援要望

配置分合（合併）
合併協定書調印

合併議決
県へ申請

県議会議決、国へ申
請

国の認可、官報告示

市制施行 市制施行内協議 市制施行議決
正式協議、県議会議

決
国へ届出、官報告示

首長任期等 県知事(4/13投票） 三重町長（９／１１） 緒方町長（３／４）

議会議員任期等
県議会（4/13投票）、千
歳村（4/27投票）

朝地町(12/19)、清川
村、緒方町(12/31)

犬飼町(3/27)

新

新市（町）建設計画及び
財政計画

情報システム統合

合併協定項目

情報ネットワーク整備

先進地視察

　新情報システム開発

シンポジウム、説明会

広報誌、ホームページ

任
期

条例・規則の整備

合
併
手
続

調整方針
の決定

合併準備室
（協議会事務局とは別に）
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幹事会
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＜　歳　入　＞ （単位：千円）

１， 円

２， ① ② 計 円

① ② 計 円

① ② 計 円

① ② 計 円

① ② 計 円

① ② 計 円

① ② 計 円

① ② 合計 円

３， 円

４， 円

（単位：千円）

１， 円

３， 円

８， 円

９， 円

円

円

円

１１， 円

円

円

円

円

円
１２， 円

円

円

円

円

円

円
１３， 円

円

円

円

円

円

円

円

1

報　償　費

旅　　　費 3,201

需　用　費

500

6,344

人口割② 65%

合　　　計 31,005

負担金割合②は県の
交付金に対するもの

＜　歳　出　＞

予算額

繰　越　金 1

区　　　　分

1

1,260,000

11,665,160

6,500,000

210,000

3,150,000

210,000

315,000

人口割① 0%

35%

朝地町

均等割②

平成15年度　大野郡５町２村合併協議会予算書（案）

大野町

360,000

協議会委員損害保険料 81,060

均等割①

率

100%

講師謝礼等

その他収入

3,665,000

3,446,000

3,587,000

26,003,000

3,000,000

3,000,000

1,617,000

439,000※負担金割合

26,003町村負担金 三重町

清川村

区　　　　分 予算額 内　　　　　　　　　　　訳

県交付金 5,000 5,000,000合併協議会交付金

741,0003,000,000

665,000

千歳村

508,0003,000,000

緒方町

3,000,000 446,000

3,000,000

県派遣職員時間外手当

小　　　計

研修旅費

犬飼町 3,000,000 587,000

普通旅費

計 21,000,000

120,000

30,000

200,000

20,160

10,000

30,000

5,003,000

小　　　計

議事録作成委託料

ホームページ保守委託料

プリンター保守点検料

役　務　費

小　　　計

燃料費

修繕費

612 電話料

委　託　料 11,666 電算システム統合調査委託料

ホームページ作成委託料

条例統合委託料

建設計画素案作成委託料

4,617,000

3,439,000

3,741,000

3,508,000

460,320

1,000

2,000,000

6,344,000

印刷製本費

611,060

3,224,000

自動車保険料

車検手数料

100,000

800,000食糧費

振込手数料

郵便料

1,000

3,200,320

500,000

内　　　　　　　　　　　訳

1,740,000

その他の収入（預金利子等）

1,000

1,000,000

消耗品費

報　　　酬 773 委員報酬 772,800

小　　　計

費用弁償

職員手当



（単位：千円）

１４， 円

円

円

円

円

円

円

円

１８， 円

円

円

円

１９， 円

円

円

円

円

２７， 円

円

197,100

臨時職員雇用保険料

1,578,900

28,229

臨時職員分

4,636

※町村負担金については、前期（1/2）・後期（1/2）で納入する。（第1回幹事会で承認）

31,005合　　　　計

543予　備　費 543,000

1,813,949

公　課　費 18 自動車重量税 17,600

小　　　計

使用料及び賃借料

負担金及び交付金 1,814 臨時職員健康保険料

小　　　計

備品購入費 897 事務机

会場使用料

コピー機賃借料

パソコン賃借料

9,720

プリンター賃借料

300,000

小　　　計

294,000

360,150椅子

カセットデッキ　一式

896,490

デジタル印刷機賃借料

事務室使用料

204,000

240,000

2,032,000

1,200,000

労働保険料

360,000

4,636,000

242,340

会議室使用料

300,000

区　　　　分 予算額 内　　　　　　　　　　　訳





（案）大 野 郡 ５ 町 ２ 村 合 併 協 議 会 小 委 員 会 規 程

（趣旨）
第１条 この規程は 大野郡５町２村合併協議会規約 以下 規約 という 第１１、 （ 「 」 。）

、 （ 「 」 。）条第２項の規定に基づき 大野郡５町２村合併協議会 以下 協議会 という
が設置する小委員会 以下 小委員会 という に関し必要な事項を定めるもの（ 「 」 。）
とする。

（所掌事項）
第２条 小委員会は、協議会から付託された事項について、調査及び調整を行うもの

とする。

（委員）
第３条 小委員会の委員は 必要に応じて協議会の会長 以下 会長 という が協、 （ 「 」 。）

議会の委員のうちから指名する。
２ 前項の委員のほか、必要に応じて、協議会の協議により定めた者を委員として加

えることができる。

（組織）
第４条 小委員会に委員長及び副委員長各１名を置く。
２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

（会議）
第５条 小委員会の会議は、委員長が招集する。
２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

（会議の運営）
第６条 委員長は、小委員会を主宰し、会議の議長となる。

、 、 、２ 副委員長は 委員長を補佐し 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは
その職務を代理する。

３ 委員に事故又は公務ある場合は、委員長は委員の代理を認めることができる。

（関係者の出席）
第７条 小委員会は、必要に応じて町村職員等関係者の出席を要請し、説明及び意見

を求めることができる。
２ 関係者が小委員会に出席したときの報酬及び費用弁償については、大野郡５町２

村合併協議会委員等の報酬及び費用弁償等に関する規程による。

（報告）
第８条 委員長は、小委員会の協議経過及び結果について、規約第１３条に定める町

村長連絡会議において会長に報告するものとする。

（解散）
第９条 小委員会は、その目的を達成したときをもって解散する。

（委任）
第１０条 この規程に定めるもののほか、小委員会の運営に関し必要な事項は、会長

が別に定める。

附則
この規程は、平成１５年 月 日から施行する。





町村名 職　名 氏　　名 備　　考

三重町長 芦刈　幸雄 会長

三重町議会議長 生野　照雄

三重町新市まちづくり委員会委員長 小野　幸義

清川村長 森　　 健一

清川村議会議長 佐藤  文則

清川村新市まちづくり委員会委員長 衞藤　康晴

緒方町長 山中     博 副会長

緒方町議会議長 伊藤  憲義

緒方町新市まちづくり委員会委員長 大塚　尊俊

朝地町長 羽田野昭太郎

朝地町議会議長 毛利  國彦

朝地町新市まちづくり委員会委員長 森　　憲一

大野町長 佐伯  和光

大野町議会議長 清田　満作

大野町新市まちづくり委員会委員長 玉井　邦夫

千歳村長 阿南     宏

千歳村議会議長 野仲  松一

千歳村新市まちづくり委員会委員長 宮成　三生

犬飼町長 藤田  朝生

犬飼町議会議長 若松　成次 副会長

犬飼町新市まちづくり委員会委員長 渋谷　誠治

大分県 大野地方振興局長 相田　健男

犬飼町

大野町

千歳村

大野郡５町２村合併協議会委員名簿

三重町

清川村

緒方町

朝地町



大野郡５町２村合併協議会幹事会名簿

役職 氏名 備考

三重町助役 黒木　征治 幹事長

三重町企画振興課長 赤嶺　信武

清川村助役 和田　信幸

清川村総務企画課長 衛藤  孝典

緒方町助役 工藤　洋治 副幹事長

緒方町総務課長 阿南　忠彦

朝地町助役 羽田野英夫

朝地町企画商工観光課長 後藤  忠文

大野町助役 佐藤　光俊

大野町総務課長 箱崎　一彦

千歳村助役 後藤　親静

千歳村総務企画課長 足立 　　寛

犬飼町助役 斉藤　至誠 副幹事長

犬飼町総務企画課長 安藤　邦男




